
（仮）川崎市行財政改革推進委員会の設置について 

１ 趣旨 

「川崎市附属機関設置条例」を改正（※）し、平成 28 年度から、市行財政

改革推進本部の進行管理等の取組及び行財政改革全体の評価に関し調査

審議する「（仮）川崎市行財政改革推進委員会」（以下、「委員会」という。）

を附属機関として位置づけるものです。 

（※）３月議会（平成 28 年第１回定例会）に議案として提出いたします。 

２ 委員会の所掌事務 

３ 委員の構成・任期 

〇委員の構成

・本委員会は、行財政改革の取組についての専門的な意見・助言や評価を

行うことから、委員は学識経験者で構成します。また、人数は現行の「行

財政改革に関する計画策定委員会」と同様、５人以内とします。

〇任期

平成 29 年度に次期計画を策定することも踏まえ、委嘱された日から当該

日の属する年度の末日までとします。 
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